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13 障害児支援について 

 

（１）医療的ケア児等とその家族への支援施策について 

医療的ケア児とその家族へ適切な支援を届ける医療的ケア児コーディネーター

の配置や、地方自治体における協議の場の設置など地方自治体の支援体制の充実

を図るとともに、医療的ケア児とその家族の日中の居場所作りや活動の支援を総

合的に実施するために令和元年度に創設した「医療的ケア児等総合支援事業」に、

令和２年度予算案では、新たに 

・ 看護職員に対する医療的ケアに関する研修 

・ 看護職員と就業先とのマッチング 

等を行う「看護職員確保のための体制構築」を新たにメニューに追加している。 

引き続き、実施主体は都道府県及び市町村であり、身近な地域で実施すること

は市町村で実施、人材育成や広域な支援が必要なものは都道府県で実施する等、

地域の実情にあわせた支援の実施をお願いする。【関連資料１】 

 

 

（２）医療的ケア児等医療情報共有システム（ＭＥＩＳ）について 

   医療的ケア児等の医療情報について、搬送先の医療機関において適切な医療が受け

られる体制を整備するために救急時に医療情報を共有する「医療的ケア児等医療情報

共有システム」が令和元年度末に本格稼働予定である。 

都道府県等におかれては、管内の医療的ケア児等とその家族に対し、厚生労働省ホ

ームページ（今後公表予定）を案内いただく等により、システムの周知をお願いする。

【関連資料２】 
 

 

（３）医療的ケア児等に関するホームページについて 

   厚生労働省のホームページに、医療的ケア児とその家族に対する支援政策につ

いて、平成 30 年 12 月に厚生労働省内の関係部局、関係府省の施策等を横断的に

紹介するページを開設した。 

   本ホームページには、地方自治体における医療的ケア児のための保健・医療・

福祉・教育等の関係機関の協議の場の設置状況や支援のための取組等についても

掲載しているので参考にされたい。【関連資料３】 

（掲載場所） 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 >  

医療的ケア児等とその家族に対する支援施策 

 

 

（４）聴覚障害児への支援の推進について 

厚生労働副大臣、文部科学副大臣が共同議長となった「難聴児の早期支援に向けた

保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト会合」において、令和元年６月に提言が
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とりまとめられ、聴覚障害児の支援に関しては早期の支援が必要であるが療育の場が

少ないこと、また、医療、保健、教育、福祉の連携が十分でないこと等が課題として

あげられた。これらを踏まえ、令和２年度に新たに 

① 聴覚障害児に対応する協議会の設置 

② 聴覚障害児支援の関係機関との連携 

③ 家族支援の実施 

④ 巡回支援の実施 

等を行い、地域における聴覚障害児の支援体制を整備することにより、聴覚障害児に

対して切れ目のない適切な情報と支援を提供することを目的とした「聴覚障害児支援

中核機能モデル事業」を創設する。 

実施主体は都道府県・指定都市であり、上記の施策の実施を検討している自治体に

おかれては、必要に応じ厚生労働省障害福祉課までご相談いただきたい。【関連資料

４】 

 

 

（５）障害児入所施設の在り方に関する検討会の報告書について 

現在の障害福祉施策や社会的養護施設等の動向、さらには障害児入所施設の実態を

考慮しつつ、障害児入所施設の在り方に関する検討を行うため、平成31年２月に設置

した「障害児入所施設の在り方に関する検討会」において、令和２年２月10日に最終

報告書が取りまとめられた。 

本報告書では、 

・ 障害児入所施設も児童福祉施設であるという原則に立ち返り、福祉型に

ついては、満 18 歳をもって退所する取扱いを基本とすべきである 

・ 現在入所している既に 18 歳以上となっている入所者については、障害児

入所施設の指定を受けていることをもって障害者支援施設の指定を受けて

いるとみなすみなし規定の期限（令和３年３月 31 日まで）を、これ以上延

長することなく成人期にふさわしい暮らしの保障と適切な支援を行ってい

くべきである 

との提言がなされた。 

これを受けて、障害児入所施設に入所している18歳以上の方（いわゆる「過齢児」）

について、令和３年度末までに障害者支援施設・グループホーム等への移行や、児者

転換、障害者支援施設の併設等の施設側の移行に向けた取り組みを推進する必要があ

る。 

そのため、各都道府県・指定都市・中核市に対し、みなし期限（令和３年３月31

日）を見据えた「障害者支援施設・グループホーム等への移行」又は「児者転換」

「障害者支援施設への転換」の方策の進捗状況についての調査を実施している。 

本調査の結果を踏まえ、６月を目途に各自治体へヒアリングを行う予定である

ので、引き続きご協力をお願いする。【関連資料５】 
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（６）障害児通所給付決定に係る調査項目（５領域 11 項目）と放課後等デイサービ

スの指標判定の取扱いについて 

障害児通所給付費等の支給決定の際に行う５領域 11 項目調査と、放課後等デイ

サービスの報酬区分を決定するための指標判定については、令和元年の地方から

の提案等に関する対応方針（令和元年 12 月 23 日閣議決定）において、「地方公

共団体等の事務負担の軽減を図るため、障害児通所給付決定時の調査の一部項目

に係る聴き取り結果を放課後等デイサービス基本報酬区分決定のための調査に利

用可能であることを地方公共団体に令和元年度中に通知する。」とされたことか

ら、令和２年２月 17 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害

児・発達障害者支援室事務連絡「障害児通所給付決定に係る調査項目（５領域 11

項目）と放課後等デイサービス報酬区分を決定するための児童の状態の判断指標

の取扱いについて」により、５領域 11 項目調査の「⑤行動障害及び精神症状」の

各調査項目の放課後等デイサービス指標判定調査への活用についてお示ししたと

ころであるので、管内市区町村への周知をお願いする。【関連資料６】 

 

 

（７）就学前障害児の発達支援の無償化の実施状況について 

令和元年 10 月から実施された就学前障害児の発達支援の無償化に関して、令和

元年 11 月及び 12 月に国保連システムを用いて行われた障害福祉サービス等報酬

請求について、障害児支援受給者台帳の無償化対象区分と請求明細書の利用者負

担額が不一致であることによるエラーが多発している。 

年度の切り替えと共に対象者の変更対応が特に多い４月前後は、自治体の障害

児支援受給者台帳の整備誤りや事業所の請求誤りが起こらないよう、関連資料に

おいて具体的なエラーメッセージとエラーの発生例をお示しするので、必要に応

じて市区町村及び事業者等に周知されたい。 

また、令和２年度に向けた対応として、各自治体が国保連審査支払事務を委託

している場合は、各国保連より、令和２年３月 31 日をもって無償化の対象外とな

る児童と、令和２年４月１日から新たに無償化の対象となる児童の候補者情報を

抽出し、各自治体にＣＳＶデータとして提供される予定。 

ＣＳＶデータは、令和元年 10 月の制度開始前の対応と同様に、抽出ツールのリ

リース時点（３月下旬頃を予定）において国保連と連携している受給者台帳を元

に、国保連から１回目の抽出データが各自治体へ提供される。 

それ以降の抽出時点・提供希望日については、各都道府県国保連と各自治体間

で調整いただきたい。【関連資料７】 

 

 

（８）厚生労働省子ども家庭局所管事業について 

厚生労働省子ども家庭局で所管している事業のうち、障害児等配慮を要する子

ども等への支援を行うため、令和２年度予算案において、以下の通り、新たに拡

充を予定している。各自治体の障害福祉主管部局のご担当においても、ご承知お
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きいただたき、児童福祉主管部局と密に連携することで、障害児支援の更なる推

進をお願いしたい。【関連資料８】 

 

① 利用者支援事業について 

    利用者支援事業は、子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・

子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、

身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関

との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行うものである。 

 障害児、多胎児のいる家庭等においては、身体的・精神的な負担や経済的な

問題、社会からの孤立などの困難を抱えるケースが少なくなく、個別の支援を

求める声が増えてきていることから、令和２年度予算案においては、特別な配

慮が必要な子育て家庭等に対応するための加算を新たに計上している。 

 

② 一時預かり事業について 

一時預かり事業は、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時

的に家庭での保育が困難となった乳幼児を保育所等で一時的に預かる事業であ

る。 

在宅の子育て家庭の育児疲れによるレスパイトや孤立した子育てによって虐

待につながることがないよう、特に、地域子育て支援拠点など、いつでも気兼

ねなく集まり、交流できる場における実施促進を図ることが重要である。 

  このため、令和２年度予算案において、障害児、多胎児を預かる場合の加算の

創設を予定している（補助基準額（案） １人当たり 3,600 円／日）。なお、

その他、本事業について利用児童数 900 人未満の施設等の補助基準額を拡充す

るとともに、0.3 兆円超メニューの事務経費補助や次世代育成支援対策施設整

備交付金のメニューに一時預かり事業の整備費を追加するなど充実を図った。 

 

③ 医療的ケア児保育支援モデル事業について 

保育所等において医療的ケア児の受入れを可能とするための体制を整備し、

医療的ケア児の地域生活支援の向上を図り、保育所等において医療的ケア児の

受入れを可能とするための体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上

を図る。 

令和２年度予算案において、医療的ケアを必要とする子どもの受入体制の整

備を推進するため、引き続きモデル事業として保育所等における、看護師の配

置や保育士の喀たん吸引等に係る研修の受講等への支援を実施するとともに、

新たに医療的ケア児の受入れの判断をするための検討会設置等の事業費を支援

する。 
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聴覚障害児支援中核機能モデル事業実施要綱（案） 

 

１ 事業の目的 

聴覚障害児の支援は乳児からの適切な支援が必要であり、また状態像が多様になってい

るため、切れ目のない支援と多様な状態像への支援が求められる。 
このため、福祉部局と教育部局が連携を強化し、聴覚障害児支援の中核機能を整備し、

聴覚障害児と保護者に対し適切な情報と支援を提供することを目的とする。 
 

２ 実施主体 

  この事業の実施主体は、都道府県及び政令指定都市であって、厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部においてモデル事業としての採択が適当と認めたもの（以下「都道府県等」

という。）とする。なお、都道府県等は、事業の全部又は一部について、適切に事業を実

施できると認めた者に委託することができるものとする。この場合において、都道府県等

は、委託先との連携を密にし、事業に取り組むとともに、委託先から定期的な報告を求め

るものとする。 

 

３ 事業の対象 

都道府県等が行う聴覚障害児支援のための中核機能の構築 

 

４ 事業の内容 
  聴覚障害児の支援体制を整備するため、次の（１）～（４）の事業をすべて実施する。

なお、あらかじめ厚生労働省に申請して認められた場合は、（１）～（４）の実施に加え

て聴覚障害児の支援のための独自の事業に取り組むことも可能とする。 
（１）聴覚障害児に対応する協議会の設置 

医療・保健・福祉・教育と関係する部局が連携し体制整備と困難ケースへの対応を

行う協議会を設置する。地域の子ども・子育て会議や障害者総合支援法第 89 条の３に

おける協議会等、既存の協議会等を活用することも可能である。 

（２）聴覚障害児支援の関係機関との連携 

医療・保健と切れ目なく連携しつつ、既存の児童発達支援センター等や特別支援学

校（聴覚障害）と連携強化し、聴覚障害児の乳児からの対応を強化する。 

（３）家族支援の実施 

保護者に対する相談、人工内耳・補聴器・手話の情報等を含む適切な情報提供を行

う。 
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 （４）巡回支援の実施 

聴覚障害児の通う地域の保育園、幼稚園、障害児通所支援事業所、学校等への巡回

支援を行う。 

 

５ 個人情報の保護 

  事業に携わる者は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならないものとする。 

  また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。 

なお、上記４に定める事業を実施する都道府県等が、事業の全部又は一部を委託する場

合は、個人情報の保護を十分に遵守させるように指導しなければならない 

 
６ 経費の補助 

国は、本事業の対象経費について、別に定める交付要綱に基づき、予算の範囲内で補助

するものとする。 
ただし、次に掲げる事業及び費用については、交付の対象とならない。 

   ア 当該事業で実施を予定している事業にかかる費用のうち、交付税措置が行われて

いる費用 

イ 国が別途定める国庫負担（補助）制度により、現に当該事業の経費の一部を負担

し、又は補助している事業にかかる費用 

ウ 施設や建物等の整備や改修に要する費用 
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事  務  連  絡 

令和２年２月 17 日 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市 障害児支援担当 御中 

  中   核   市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

障害福祉課障害児・発達障害者支援室 

 

障害児通所給付決定に係る調査項目（５領域 11 項目）と 

放課後等デイサービス報酬区分を決定するための児童の 

状態の判断指標の取扱いについて 

 

障害保健福祉行政の推進につきましては、日々御尽力いただき厚く御礼申し上げ

ます。 

障害児通所給付費等の支給決定に当たっては、平成 24 年３月 30 日障発 0330 第

14 号障害保健福祉部長通知「障害児通所給付費等の通所給付決定等について」の「別

表 調査項目（５領域 11 項目）」（以下「５領域 11 項目調査」という。）を用いて

判定を行っていただいており、放課後等デイサービスの報酬区分を決定するための

児童の状態の判断については、平成 24 年厚生労働告示第 269 号「厚生労働大臣が

定める施設基準」の「別表第２」（以下「放デイ指標判定調査」という。）を用いて

判定を行っていただいているところですが、このたび、これらの調査項目・指標判

定を併せて実施する場合の取り扱いについて、下記の通り実施することが可能であ

ることを改めてご案内するとともに、判定例を別紙の通りお示しいたしますので、

管内市区町村への周知方よろしくお願いいたします。 

なお、本事務連絡は地方自治法第 245 条の４第１項に基づく技術的助言であるこ

とを申し添えます。 

 

記 

 

 ５領域 11 項目調査の聞き取りを行う際、「⑤行動障害及び精神症状」の各調査項

目について、別紙対応表を参考に、５領域 11 項目調査の聞き取り結果を放デイ指

標判定調査に活用することにより、聞き取り時間の短縮及び調査対象となる児童・

保護者の負担軽減を図られたい。 

 

関連資料６ 

158



別紙
５領域11項目調査と放デイ指標判定調査の関連項目対応表

項目 判断基準

全面的に介助を要する。（全介助）

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。（一
部介助）

全面的に介助を要する。（全介助）

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。（一
部介助）

全面的に介助を要する。（全介助）

身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。（一部
介助）

全面的に介助を要する。（全介助）

手を貸してもらうなど一部介助を要する。（一部介
助）

⑤ 行動障害および
精神症状

大声・奇声を出す 行動障害
4-7

多動・行動停止 行動障害
4-19

不安定な行動 行動障害
4-20

突発的な行動 行動障害
4-24

てんかん

異食行動 行動障害
4-16

過食・反すう等 行動障害
4-25

自らを傷つける行為 行動障害
4-21

他人を傷つける行為 行動障害
4-22

不適切な行為 行動障害
4-23

(4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力
が低下する。

そううつ状態 行動障害
4-26

(5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作
に時間がかかる。

反復的行動 行動障害
4-27

コミュニケーション 意思疎通
3-3

説明の理解 意思疎通
3-4

対人面の不安緊張、集団への不適応 行動障害
4-28，4-33

(7) 学習障害のため、読み書きが困難。 読み書き 意思疎通
3-5

※「⑤行動障害および精神症状」については、障害支援区分における認定調査項目番号を付記している。

調査日前の１週間に週５日以上現れている場合又は
調査日前の１か月間に５日以上現れている週が２週
以上ある場合。

調査日前の１か月間に毎週1回以上現れている場合
又は調査日前の1か月間に2回以上現れている週が2
週以上ある場合。

該当項目なし

支援を要する頻度についての考え方（既存の整理の再掲であり、新たな見解を示すものではありません）

週1回以上の支援や配慮
等が必要

ほぼ毎日（週５日以上
の）支援や配慮等が必要

月に1回以下の支援が必
要／支援が不要

5領域11項目と同様だが、支援の頻度の判断に当たっては、「障
害支援区分の認定調査員マニュアル」（厚生労働省）に示す

・意思疎通項目については、「できたりできなかったりする場
合」は「できない状況」に基づき判断する

・行動障害項目については、行動上の障害が生じないように行っ
ている支援や配慮、投薬等の頻度を含め判断する

等の基本的な考え方に準拠する

（平成30年7月26日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害
福祉課障害児・発達障害者支援室事務連絡「放課後等デイサービ
スの運用改善に向けた取組」より　一部追加）

対応項目なし

調査項目

放課後等デイサービス指標

対応項目なし

対応項目なし

対応項目なし

5領域11項目

④ 移動

① 
 

食事

② 排せつ

③ 入浴

(6) 他者と交流することの不安や緊張、感覚の過敏
さ等のため外出や集団参加ができない。また、自室
に閉じこもって何もしないでいる。

(3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴っ
たり、器物を壊したりする行為。

(2) 睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動（多
飲水や過飲水を含む）。

(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行
動や、危険の認識に欠ける行動。
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14 発達障害者支援施策の推進について 

 

（１）青年期の発達障害者にかかる支援の促進について 

   発達障害児者及びその家族を支援するため、同じ悩みを持つ本人同士や発達障

害児者の家族に対するピアサポートや発達障害児者の家族に対するペアレントト

レーニング等の取組みを支援する「発達障害児者及び家族等支援事業」を実施し

ている。 

 学校卒業後 18 歳を過ぎると放課後等デイサービスといった地域生活の支援施

策が整備されていないことから、令和２年度予算案では、「発達障害者等青年期

支援事業」を本事業に位置づけることで、発達障害者等の青年期の居場所作り等

を行い、社会から孤立しない仕組み作りを推進することとしている。 

 また、ピアサポート推進事業においては、同じ悩みを持つ本人同士や、保護者

同士、きょうだい同士等の集まる場の提供等を推進することとしている。 

各都道府県、指定都市においては実施についてご検討いただくとともに、管内

市町村への周知及び実施の検討の依頼をお願いしたい。【関連資料１】 

  

 

（２）巡回支援専門員整備事業の拡充について 

障害の早期発見・早期対応のため、発達障害等に関する知識を有する専門の職員が

保育所や放課後児童クラブ等子育て親子等が集まる施設・場へ巡回し、施設のスタッ

フや親に対し、助言等を行う「巡回支援専門員整備事業」を実施している。 

令和２年度より、更に発達の気になる子などに対して継続的な支援を行えるよう個

別に家庭訪問を行う等の取組みについても本事業の対象とすることとしている。 

各指定都市においては実施についてご検討いただくとともに、各都道府県において

は管内市町村への周知及び実施の検討の依頼をお願いする。【関連資料２】 

 

 

（３）発達障害児者とその家族等を支える地域支援体制の充実について 

発達障害の早期発見・早期対応を行い、発達障害児者及びその家族に長く寄り添い

支援をしていくためには、地域の身近な場所で支援を受けられるよう体制を整備して

いくことが重要である。 

各市町村で実施される乳幼児健診の場や（２）の巡回支援専門員を活用し、早期発

見等に努めるとともに福祉・医療・保健・教育等各分野が連携し、障害の特性にあっ

た適切な発達支援ができるよう体制を整えていただきたい。 

また、発達障害の初診待機の長期化が課題となっていることを踏まえ、都道府県の

拠点医療機関や発達障害に関する地域の専門医療機関（小児科や精神科）がかかりつ

け医等地域の医療機関に対し必要に応じて実地研修や指導・助言等を行う等積極的に

連携を行うことが望まれる。 

市町村独自に資源を整備できない場合などは、都道府県が設置する発達障害者支援

センターや発達障害者地域支援マネジャー、あるいは圏域で設置された児童発達支援
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センターが中心となり、近隣の市町村の社会資源を活用できるようコーディネート等

行うことで、比較的小規模な自治体においても必要な支援が届くよう人材確保のため

の研修等の開催を含めた体制整備を推進していくことが期待される。 

各都道府県において、管内市町村の支援体制の充実に向けた支援をお願いしたい。

【関連資料３】 

 

 

（４）「世界自閉症啓発デー」について 

   毎年４月２日は、平成 19 年 12 月に国連が制定した「世界自閉症啓発デー」であ

る。厚生労働省においては、この日を自閉症をはじめとする発達障害に関する正しい

知識の浸透を図る機会として捉え、関係団体等と連携して、広く一般国民への普及啓

発を実施することとしている。 

   これに先立ち、世界自閉症啓発デー2020・日本実行委員会において、「セサミスト

リート」の自閉症の特性があるキャラクターである「ジュリア」とその友達の「エル

モ」、「クッキーモンスター」等を起用した啓発ポスターを作成し、２月から各自治

体等へ配布している。 

   また、ポスターの他、フライヤー（チラシ）、リーフレットについても世界自閉症

啓発デー実行委員会のホームページに掲載しているので、各自治体におかれても、関

係機関や関係団体等と連携を図りながら、広く一般の方への関心を高め、地域住民へ

の発達障害の理解が促進されるよう積極的な普及啓発をお願いしたい。 

   

    （参考）世界自閉症啓発デー・日本実行委員会（公式サイト） 

    （http://www.worldautismawarenessday.jp/htdocs/） 

     世界自閉症啓発デーの制定の経緯や地域における取組等に関する情報を掲載 

【関連資料４】 
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15 その他 

 

（１）療養介護等に係る利用者負担上限月額の算定における公的年金等の取扱

いについて 

  ① 概要 

   肢体不自由児通所医療若しくは障害児入所医療（以下「肢体不自由児通

所医療等」という。）を受ける障害児の保護者又は療養介護医療若しくは

基準該当療養介護医療（以下「療養介護医療等」という。）を受ける障害

者（以下「保護者等」という。）について、肢体不自由児通所医療等及び療

養介護医療等に係る負担額を軽減する観点から、児童福祉法施行令等の一

部を改正する政令（令和２年政令第 31 号。以下「改正政令」という。）に

より所要の措置を講じたところであり、令和２年７月１日から施行するこ

ととしている。 

 

 ② 具体的な改正内容【関連資料１、２】 

これまで、市町村民税非課税世帯の保護者等に係る肢体不自由児通所医

療等及び療養介護医療等の負担上限月額は、当該保護者等に係る①公的年

金等の収入金額、②合計所得金額及び③厚生労働省令で定める給付を合計

した金額により算定していた。 

このうち、②合計所得金額の一部を構成する雑所得には、①公的年金等

の収入金額から公的年金等控除額を控除した額（以下「公的年金等の所得」

という。）が含まれる。 

そのため、①公的年金等の収入金額と②合計所得金額とを足し合わせる

際に、公的年金等の所得については重複して計上することとなるところ、

公的年金等の支給を受ける者について、負担額を軽減する観点から、②合

計所得金額から公的年金等の所得を控除する。 

改正政令の施行に向けた対応については、「肢体不自由児通所医療及び

障害児入所医療並びに指定自立支援医療、指定療養介護医療及び基準療養

介護医療に係る支給決定事務等について」（令和２年２月 19 日付事務連絡）

でお示ししているところであり、各市町村におかれては、施行日から改正

政令による改正後の所得の計算方法により算定した負担上限月額に変更

されるよう、適切な運用をお願いする。 

 

 

（２）ＬＧＢＴへの対応について 

障害福祉サービス事業所等については、従来より機会あるごとに適切な

運営がなされるように要請してきているところであるが、近年においても

数々の事件・事故が報告されており、地域における協力体制の整備や支援体

制への取組強化が重要な課題となっている。 

引き続き、障害福祉サービス事業所等への指導に当たっては、障害者総合
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支援法及び指定基準等の規定も踏まえた対応をお願いする。 

その際、ＬＧＢＴのような性的指向・性自認を持つ方も含む、障害福祉サ

ービス等を必要とする方に対する必要なサービスの提供がなされるように、

また、虐待を受けている障害者について、養護者による障害者虐待の防止及

び当該障害者の保護を図るため、障害者虐待防止法等の規定に基づき社会

福祉施設への入所措置等を行う際に、当該障害者の多様な特性（例えばＬＧ

ＢＴのような性的指向・性自認を持つ方）に配慮した上で、本人の意思や人

格を尊重した適切な措置が講じられるよう、各都道府県においては、改めて

管内の事業者や市町村に対して周知徹底を図られたい。 

 

  ※ 参考 

○  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の

法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及

び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 抜 粋 ）  

(指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 の 一 般 原 則 ) 

第 三 条  指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 (第 三 章 か ら 第 五 章 ま で

及 び 第 八 章 か ら 第 十 四 章 ま で に 掲 げ る 事 業 を 行 う も の に 限

る 。)は 、利 用 者 の 意 向 、適 性 、障 害 の 特 性 そ の 他 の 事 情 を 踏

ま え た 計 画 (以 下 「 個 別 支 援 計 画 」 と い う 。 )を 作 成 し 、 こ れ

に 基 づ き 利 用 者 に 対 し て 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る と

と も に 、 そ の 効 果 に つ い て 継 続 的 な 評 価 を 実 施 す る こ と そ の

他 の 措 置 を 講 ず る こ と に よ り 利 用 者 に 対 し て 適 切 か つ 効 果 的

に 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 し な け れ ば な ら な い 。  

２  指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 は 、 利 用 者 又 は 障 害 児 の 保 護

者 の 意 思 及 び 人 格 を 尊 重 し て 、 常 に 当 該 利 用 者 又 は 障 害 児 の

保 護 者 の 立 場 に 立 っ た 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 に 努 め な

け れ ば な ら な い 。  

３  指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 は 、 利 用 者 の 人 権 の 擁 護 、 虐

待 の 防 止 等 の た め 、 責 任 者 を 設 置 す る 等 必 要 な 体 制 の 整 備 を

行 う と と も に 、 そ の 従 業 者 に 対 し 、 研 修 を 実 施 す る 等 の 措 置

を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  
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健 発 0 2 1 9 第 ３ 号 

障 発 0 2 1 9 第 １ 号 

令和２年２月 19 日 

 

 都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

中 核 市 市 長 

 

 

                             厚 生 労 働 省 

健 康 局 長 

社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

児童福祉法施行令等の一部を改正する政令の公布について 

 

 

 児童福祉法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第 31 号。以下「改正

政令」という。）が、本日公布されたところである。 

 改正政令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、事務処理に遺漏のな

いようにされるとともに、管内市町村（特別区を含む。）に対する周知方をお願

いする。 

 

 

記 

 

 

第１ 改正の趣旨 

  障害児が肢体不自由児通所医療又は障害児入所医療（以下「肢体不自由児通所医

療等」という。）を受けたとき、当該障害児の保護者は、肢体不自由児通所医療等

に要した費用の一部を負担することとなっている。 

また、障害者若しくは障害児が指定自立支援医療を受けたとき又は障害者が指定

療養介護医療若しくは基準該当療養介護医療を受けたとき、当該障害者又は当該障

害児の保護者は、指定自立支援医療又は指定療養介護医療若しくは基準該当療養介

護医療（以下「指定自立支援医療等」という。）に要した費用の一部を負担するこ

ととなっている。 

  障害者又は障害児の保護者について、肢体不自由児通所医療等及び指定自立支援

医療等に係る負担額を軽減するため、所要の改正を行う。 

 

第２ 改正の内容 

 １ 児童福祉法施行令（昭和 23 年政令第 74 号。以下「児福令」という。）の一部

改正について 

   肢体不自由児通所医療等に係る負担上限月額については、当該肢体不自由児通

所医療等を受ける障害児の保護者が市町村民税世帯非課税者である場合、当該保
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護者に係る①公的年金等の収入金額、②合計所得金額及び③厚生労働省令で定め

る給付を合計した金額が 80 万円以下であれば 15,000 円となり、80 万円を超え

れば 24,600 円となる。 

②合計所得金額の一部を構成する雑所得については、その一部を、①公的年金

等の収入金額から公的年金等控除額を控除した額（以下「公的年金等の所得」と

いう。）により構成している。 

そのため、①公的年金等の収入金額と②合計所得金額とを足し合わせる際に、

公的年金等の所得については重複して計上することとなるところ、保護者の負担

額を軽減する観点から、所要の措置を講じる。 

具体的には、公的年金等の支給を受ける者について、②合計所得金額から公的

年金等の所得を控除することにより、重複計上されないようにする。（児福令第

25 条の 13 及び第 27 条の 13 改正関係） 

小児慢性特定疾病医療支援に係る負担上限月額については、公的年金等の所得

を重複計上しないようにするための措置を既に講じているが、より簡潔な規定に

する観点から、肢体不自由児通所医療等に係る負担上限月額における所得の計算

方法と同様の規定に改正する。なお、当該改正によって所得の計算結果に違いが

発生するものではなく、負担上限月額に変更が生じることはないので御留意いた

だきたい。（児福令第 22 条改正関係） 

 

２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成 18 

年政令第 10 号。以下「障害者総合支援法施行令」という。）の一部改正につい

て 

  指定自立支援医療に係る負担上限月額については、当該指定自立支援医療を受

ける障害者又は障害児の保護者が市町村民税世帯非課税者である場合、当該障害

者又は障害児の保護者に係る①公的年金等の収入金額、②合計所得金額及び③厚

生労働省令で定める給付を合計した金額が 80 万円以下であれば 2,500 円となり、

80 万円を超えれば 5,000 円となる。 

また、指定療養介護医療又は基準該当療養介護医療に係る負担上限月額につい

ては、当該指定療養介護医療又は基準該当療養介護医療を受ける障害者が市町村

民税世帯非課税者である場合、当該障害者に係る①公的年金等の収入金額、②合

計所得金額及び③厚生労働省令で定める給付を合計した金額が 80 万円以下であ

れば 15,000 円となり、80 万円を超えれば 24,600 円となる。 

   指定自立支援医療等に係る負担上限月額の計算方法について、児福令第 25 条

の 13 及び第 27 条の 13 と同様の趣旨の改正を行う。（障害者総合支援法施行令

第 35 条及び第 42 条の４改正関係） 

 

 ３ 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令（平成 26 年政令第 358 号。以

下「難病法施行令」という。）の一部改正について 

   指定特定医療に係る負担上限月額については、公的年金等の所得を重複計上し

ないようにするための措置を既に講じているが、より簡潔な規定にする観点から、

肢体不自由児通所医療等に係る負担上限月額における所得の計算方法と同様の規

定に改正する。なお、当該改正によって所得の計算結果に違いが発生するもので

はなく、負担上限月額に変更が生じることはないので御留意いただきたい。（難

病法施行令第１条改正関係） 

 

４ その他所要の改正を行う。 
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第３ 施行期日等 

１ 施行期日 

令和２年７月１日（以下「施行日」という。） 

 

２ 経過措置 

   改正政令による改正後の児福令第 25 条の 13 第１項第３号及び第 27 条の 13 第

１項第３号並びに障害者総合支援法施行令第 35 条第４号及び第 42 条の４第１項

第３号の規定は、施行日以後に行われる肢体不自由児通所医療等及び指定自立支

援医療等について適用し、施行日前に行われた肢体不自由児通所医療等及び指定

自立支援医療等については、なお従前の例によることとする。 
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事 務 連 絡 

令和２年２月 19 日 

 

 都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

中 核 市 市 長 

 

                     

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課 

精神・障害保健課 

 

 

肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療並びに指定自立支援医療、指定療養介

護医療及び基準療養介護医療に係る支給決定事務等について 

 

 

 本日付けで公布した「児童福祉法施行令等の一部を改正する政令」（令和２年

政令第 31 号。以下「改正政令」という。）の内容については、「児童福祉法施行

令等の一部を改正する政令の公布について」（令和２年２月 18 日付厚生労働省健

康局長・社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）でお示しし、令和２年７月１

日から施行することとしています。 

 今般、改正政令により、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、所得税法（昭

和 40 年法律第 33 号）第 35 条第２項に規定する公的年金等の支給を受ける者が肢

体不自由児通所医療及び障害児入所医療（以下「肢体不自由児通所医療等」とい

う。）並びに指定自立支援医療、指定療養介護医療及び基準療養介護医療を受け

たときの負担上限月額の算定においては、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第

292条第 13号に規定する合計所得金額から所得税法第 35条第２項第１号に掲げる

金額（公的年金等の所得）を控除して計算することとなります。 

 ついては、改正政令による負担上限月額の算定方法の変更に伴う留意事項等は

下記のとおりですので、運用に当たり遺漏のないようにされるとともに、管内市

町村（特別区を含む。）、関係者等に対し適切な周知を図っていただきますよう、

お願いします。 

 

 

記 

 

 

第１ 対象制度 

  負担上限月額の算定方法を変更する制度は以下のとおり。 

 

① 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 21 条の５の 29 第２項に規定する当該

通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額  

（関連法令） 児童福祉法施行令（昭和 23 年政令第 74 号。以下「児福令」とい

う。）第 25 条の 13 
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② 児童福祉法第 24 条の 20 第２項第１号に規定する当該入所給付決定保護者の家

計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額 

 （関連法令） 児福令第 27 条の 13 

 

③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律

第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。）第 58 条第３項第１号に規定する

当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して

政令で定める額 

 （関連法令） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施

行令（平成 18 年政令第 10 号。以下「障害者総合支援法施行令」と

いう。）第 35 条 

 

④ 障害者総合支援法第 70条第２項又は第 71条第２項において準用する第 58条第

３項第１号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その

他の事情をしん酌して政令で定める額 

 （関連法令） 障害者総合支援法施行令第 42 条の４ 

 

第２ 留意事項 

 １ 肢体不自由児通所医療等並びに指定療養介護医療及び基準該当療養介護医療

について 

    施行日以後に行われる肢体不自由児通所医療等並びに指定療養介護医療及び

基準該当療養介護医療について、改正政令による改正後の児福令又は障害者総

合支援法施行令に基づく負担上限月額の算定方法が適用されるよう、各市町村

におかれては、支給決定の有効期間の設定に御配慮いただきたい。 

具体的には、改正政令により負担額が軽減される障害者又は障害児の保護者

であって施行日前に支給決定の有効期間が終了するものについて、以下に掲げ

るような対応をとることにより、施行日から、改正政令による改正後の児福令

又は障害者総合支援法施行令に基づく負担上限月額に変更することをお願いす

る。 

・ 令和２年６月 30 日までを有効期間として支給決定し、当該障害者又は障害

児の保護者からの申請に基づき改めて施行日を有効期間の開始日とする支給

決定を行う、又は 

・ 肢体不自由児通所医療については児童福祉法第 21 条の５の８第２項、指定

療養介護医療及び基準該当療養介護医療については障害者総合支援法 24 条

第２項に基づき、職権により通所給付決定又は支給決定の変更を行う、若し

くは障害児入所医療については児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第

11 号）第 25 条の７第５項及び第６項に基づき、障害児入所医療負担上限月

額を変更する。 

また、改正政令により負担額が軽減される障害者又は障害児の保護者であっ

て施行日以後に支給決定の有効期間が終了するものについては、以下に掲げる

ような対応をとることにより、施行日から、改正政令による改正後の児福令又

は障害者総合支援法施行令に基づく負担上限月額に変更することをお願いす

る。 

・ 肢体不自由児通所医療並びに指定療養介護医療及び基準該当療養介護医療

については、職権により通所給付決定又は支給決定の変更を行う、又は 
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・ 障害児入所医療については児童福祉法施行規則第 25 条の７第５項及び第６

項に基づき、障害児入所医療負担上限月額を変更する。 

 

  ２ 指定自立支援医療について 

    施行日以後に行われる指定自立支援医療について、改正政令による改正後の

障害者総合支援法施行令に基づく負担上限月額の算定方法が適用されるよう、

各都道府県及び市町村におかれては、支給認定の有効期間の設定に御配慮いた

だきたい。 

具体的には、改正政令により負担額が軽減される障害者又は障害児の保護者

であって施行日前に支給認定の有効期間が終了するもの又は施行日前に新規で

申請があったものについて、以下に掲げるような対応をとることにより、施行

日から、改正政令による改正後の障害者総合支援法施行令に基づく負担上限月

額に変更することをお願いする。 

・ 令和２年６月 30 日 までを有効期間として一旦支給認定し、当該障害者又

は障害児の保護者からの申請に基づき改めて施行日を有効期間の開始日とす

る支給認定を行う、又は 

・ 障害者総合支援法第 56 条第２項に基づき、職権により支給認定の変更を行

う。 

また、改正政令により負担額が軽減される障害者又は障害児の保護者であっ

て施行日以後に支給認定の有効期間が終了するものについては、当該障害者又

は障害児の保護者からの支給認定の変更の申請又は職権により、施行日から、

改正政令による改正後の障害者総合支援法施行令に基づく負担上限月額に変更

することをお願いする。 
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